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第１０４号議案 長崎市手数料条例の一部を改正する条例
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１ 条例の改正理由

マンションの管理の適正化の推進に関する法律（以下「法」という。）の一部改正に伴い、マンション管理計画の認定等に

係る条項の変更が生じることから、当該規定を引用する手数料条例を一部改正したい。

２ 条例の改正内容

法改正に伴い、引用する条項を次のとおり整理するもの。

手数料の名称 改正後 改正前

(210)マンション管理計画認定申請

手数料又は認定更新申請手数料

第５条の１４各号 第５条の４各号

第５条の１３第１項又は第５条の１６第１項 第５条の３第１項又は第５条の６第１項

(211)マンション管理計画変更認定

申請手数料

第５条の１４ 第５条の４

第５条の１７第１項 第５条の７第１項

３ 施行期日

令和７年１１月２８日
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４ 長崎市手数料条例別表第１ 新旧対照表
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